
�愛媛県規則第６７号
愛媛県立保育専門学校規則及び愛媛県行政組織規則の一部

を改正する規則を次のように定める。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立保育専門学校規則及び愛媛県行政組織規則の

一部を改正する規則

（愛媛県立保育専門学校規則の一部改正）

第１条 愛媛県立保育専門学校規則（昭和２８年愛媛県規則第

３０号）の一部を次のように改正する。

第２１条の見出しを「（卒業の認定）」に改め、同条中「

認め、保育士資格証明書（様式第３号）を交付する」を「

認める」に改める。

様式第３号を削る。

（愛媛県行政組織規則の一部改正）

第２条 愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）

の一部を次のように改正する。

第４９条第１項第２号中「保育士資格証明書等」を「卒業

証明書等」に改める。

附 則

この規則は、平成１５年１１月２９日から施行する。

告 示

�愛媛県告示第２１７５号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第３

項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した

。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１７６号
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平

成１４年法律第１５３号）第３４条第１項の規定に基づき次のよう

に指定認証機関に認証事務を行わせることとしたので、同法

第３８条第１項の規定に基づき公示する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定認証機関の名称及び主たる事務所の所在地

財団法人自治体衛星通信機構

東京都港区虎ノ門五丁目１２番１号

２ 認証事務を行わせることとした日

平成１５年１１月２６日

�愛媛県告示第２１７７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１５年１１月２８日金曜日 第１５１３号
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印 刷 岡田印刷株式会社

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日
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�愛媛県告示第２１７８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０２００６８４ 社会福祉法人なごみの
会

愛媛県今治市別名２５１
番地

短期入所生活介
護 今治なごみ苑 愛媛県今治市別名２５１

番地 平成１５年１０月１日

３８７０９００２９１ 社会福祉法人まこと
愛媛県伊予三島市豊岡
町大町字東原２７８６番地
２

短期入所生活介
護

ショートステイしあわ
せの家

愛媛県伊予三島市豊岡
町大町字東原２７８６番地
２

平成１５年１０月１日

３８７３５００６５０ 医療法人 河辺整形外
科

愛媛県伊予郡松前町浜
８５８

痴呆対応型共同
生活介護 グループホーム浜っ子 愛媛県伊予郡松前町浜

８５８ 平成１５年１０月１日

３８７０９００３０９ 社会福祉法人まこと
愛媛県伊予三島市豊岡
町大町字東原２７８６番地
２

通所介護 デイサービスセンター
しあわせの家

愛媛県伊予三島市豊岡
町大町字東原２７８６番地
２

平成１５年１０月１日

３８７３５００６４３ 有限会社ルメールいわ
た

愛媛県伊予郡砥部町宮
内６３６番地 福祉用具貸与 ケアサポートえがお 愛媛県伊予郡砥部町宮

内６３６番地 平成１５年１０月１日

３８７０１０３５９９ モリヤマ商機株式会社 愛媛県松山市古川北一
丁目２２番２７号 福祉用具貸与

モリヤマ商機株式会社
介護・環境・健康事業
部

愛媛県松山市古川北一
丁目２２番２７号 平成１５年１０月７日

３８７０２００７６７ 特定非営利活動法人
皐月

愛媛県今治市松本町四
丁目６番地４

痴呆対応型共同
生活介護 グループホームさつき 愛媛県今治市泉川町一

丁目１番２９号 平成１５年１０月８日

３８７０１０３６０７ 有限会社ＡＳＲＥ 愛媛県松山市清水町三
丁目３７番地２ 通所介護 デイサービスセンター

あすれ
愛媛県松山市清水町三
丁目３７番地５ 平成１５年１０月８日

３８７３２００７４９ 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町
１－１－５ 通所介護

ＪＡおちいまばりデイ
サービスセンター元気
伯方

愛媛県越智郡伯方町叶
浦１６６６番地４ 平成１５年１０月８日

３８７１２００２８７ 有限会社東豫タクシー 愛媛県東予市三津屋１８
７番地６ 訪問介護 東豫介護サービス 愛媛県東予市三津屋１８

７番地６ 平成１５年１０月１０日

３８７３５００６６８ 有限会社アクト・ヒュ
ーマンケア

福岡県福岡市南区向野
二丁目６番２５号 福祉用具貸与 有限会社アクト・ヒュ

ーマンケア愛媛営業所
愛媛県伊予郡松前町徳
丸１３３８番地３ 平成１５年１０月１４日

３８７１２００２９５ 有限会社近代介護セン
ター

愛媛県東予市三津屋南
１１番６２ 福祉用具貸与 有限会社近代介護セン

ター
愛媛県東予市三津屋南
１１番６２ 平成１５年１０月１４日

３８１０１１１４６２ 医療法人 明星会 愛媛県松山市井門町４６
２番地１ 訪問介護 訪問介護事業所 明星 愛媛県松山市井門町４６

２番地１ 平成１５年１０月１４日

３８７０１０３６１５ 有限会社 楠の郷 愛媛県松山市南斎院町
２６３番地１ 通所介護 有限会社 楠の郷

デイサービスセンター
愛媛県松山市南斎院町
２６３番地１ 平成１５年１０月１５日

３８７０２００７８３ 医療法人 平成会 愛媛県今治市片山三丁
目１番４０号

痴呆対応型共同
生活介護 ほっとやまうち 愛媛県今治市常盤町八

丁目４－３１ 平成１５年１０月１６日

３８７０２００７７５ 医療法人 平成会 愛媛県今治市片山三丁
目１番４０号 通所介護 ふれあい 愛媛県今治市常盤町八

丁目４－３１ 平成１５年１０月１６日

３８７３００００４０ 社会福祉法人
新宮村社会福祉協議会

愛媛県宇摩郡新宮村新
宮５０番地 通所介護 社会福祉法人

新宮村社会福祉協議会
愛媛県宇摩郡新宮村新
宮５０番地 平成１５年１０月２０日

３８７０６００５０３ 医療法人 北辰会 愛媛県西条市氷見丙４７
７番地 通所介護 デイサービスいしづち

の湯
愛媛県西条市西田甲４２
１番地５ 平成１５年１０月２２日

３８７３４００２８１ 有限会社ナイスデイ 愛媛県上浮穴郡久万町
直瀬甲３９７４番地６ 通所介護 デイサービスセンター

直瀬
愛媛県上浮穴郡久万町
直瀬甲３９７４番地６ 平成１５年１０月２８日

３８７０１０３６４９
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市大手町二
丁目６番２３号 福祉用具貸与 福祉用具貸与事業所ハ

ートフル済生会
愛媛県松山市山西町９９
７－１ 平成１５年１０月２８日

３８７０１０３６５６
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市大手町二
丁目６番２３号 訪問介護 訪問介護事業所ハート

フル済生会
愛媛県松山市山西町９９
７－１ 平成１５年１０月２８日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０３６２３ 株式会社トーカイ 香川県高松市鶴市町２０
２５番地３ 居宅介護支援 トーカイ松山居宅介護

支援事業所
愛媛県松山市南久米町
１１０番地 平成１５年１０月２８日

３８７０１０３６３１
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市大手町二
丁目６番２３号 居宅介護支援 居宅介護支援事業所ハ

ートフル済生会
愛媛県松山市山西町９９
７－１ 平成１５年１０月２８日
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�愛媛県告示第２１８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、川之江市土地改良区から次のとおり役員が就任し、

及び退任した旨の届出があった。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第２１８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、吉井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び

退任した旨の届出があった。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�愛媛県告示第２１７９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１８０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１８１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定介護老人福祉
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０９００２８３ 社会福祉法人まこと
愛媛県伊予三島市豊岡
町大町字東原２７８６番地
２

介護老人福祉施
設

特別養護老人ホームし
あわせの家

愛媛県伊予三島市豊岡
町大町字東原２７８６番地
２

平成１５年１０月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０５００６５３ 株式会社 サン 愛媛県新居浜市久保田
町１－８－１２ 訪問介護 株式会社サン訪問介

護サービス
愛媛県新居浜市中
須賀町１－４－２５

愛媛県新居浜市中
須賀町１－４－２４

平成１５年
１０月１日

３８６０２９０２３２ 医療法人 順天会 愛媛県今治市北日吉町
１－１０－５０ 訪問看護 第一訪問看護ステー

ションかとれあ
愛媛県今治市北日
吉町１－１０－５３

愛媛県今治市北日
吉町１－１９－１５

平成１５年
１０月９日

３８５７７８０２８６ 医療法人 順天会 愛媛県今治市北日吉町
１－１０－５０

通所リハ
ビリテー
ション

老人保健施設八惠苑 愛媛県今治市北日
吉町１－１０－５３

愛媛県今治市北日
吉町１－１９－１５

平成１５年
１０月９日

３８５７７８０２８６ 医療法人 順天会 愛媛県今治市北日吉町
１－１０－５０

短期入所
療養介護 老人保健施設八惠苑 愛媛県今治市北日

吉町１－１０－５３
愛媛県今治市北日
吉町１－１９－１５

平成１５年
１０月９日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１００２９８ 有限会社 末広メディ
カル

愛媛県松山市末広町１８
－４ 居宅介護支援 有限会社末広メディカ

ル
愛媛県松山市末広町１９
－２ 平成１５年９月３０日

３８１０１１０２１７ 医療法人社団 戸梶内
科医院

愛媛県松山市味酒町１
－４－１２ 居宅介護支援 戸梶内科医院 愛媛県松山市味酒町１

－４－１２ 平成１５年１０月１０日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 藤 保 之 川之江市上分町１１９９番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 川 � 市 川之江市上分町５０５番地

��������������
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愛 媛 県 報平成１５年１１月２８日 第１５１３号

１２０５



退 任

�������
�愛媛県告示第２１８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東予市北条土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第２１８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市平井町土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第２１８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、八幡浜市土地改良区から次のとおり役員が就任し、

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 本 千代一 東予市今在家２０１番地

〃 山 内 泰 二 東予市石田５２９番地の２

〃 廣 田 章 良 東予市玉之江１６番地の２

〃 黒 川 梅 造 東予市石田５４０番地の３

〃 安 藤 英 雄 東予市玉之江３０６番地

〃 高 瀬 邦 夫 東予市玉之江２９５番地

〃 丹 下 孝治郎 東予市玉之江３３０番地の４

〃 篠 原 定 夫 東予市今在家６８番地

〃 塩 崎 唯 七 東予市今在家２８１番地

〃 近 藤 信 也 東予市今在家２０６番地の２

〃 丹 下 勗 東予市広江２７９番地

〃 久 米 真喜夫 東予市石田２１６番地

〃 渡 邊 隆 雄 東予市広江５４番地の２

監 事 廣 田 延 男 東予市石田８７９番地の１

〃 首 藤 利 雄 東予市玉之江５６７番地の１

〃 真 田 長太郎 東予市今在家８１番地

〃 久 米 泰 東予市広江２９１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 本 千代一 東予市今在家２０１番地

〃 山 内 泰 二 東予市石田５２９番地の２

〃 廣 田 章 良 東予市玉之江１６番地の２

〃 黒 川 梅 造 東予市石田５４０番地の３

〃 高 瀬 茂 男 東予市玉之江２２８番地の５

〃 丹 下 清 廣 東予市玉之江１０８番地の４

〃 丹 下 一 正 東予市玉之江２２８番地の３

〃 塩 崎 萬 東予市今在家９８番地の４

〃 佐名木 幸 雄 東予市今在家９２番地

〃 高 橋 克 典 東予市今在家５７番地の３

〃 渡 邊 勝 司 東予市広江２０１番地

〃 渡 邊 隆 義 東予市広江８０番地

〃 久 米 清 敬 東予市広江３９３番地

監 事 廣 田 延 男 東予市石田８７９番地の１

〃 今 井 浩 一 東予市玉之江１４２番地の２

〃 越 智 清 文 東予市今在家１３１番地

〃 丹 下 博 夫 東予市広江２７４番地の４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 黒 河 稔 夫 東予市北条１３３２番地の１

〃 黒 川 榮 東予市北条１３１２番地

〃 黒 河 稔 東予市北条１１３８番地の２

〃 岡 田 義 久 東予市北条６１７番地

〃 伊 藤 興 美 東予市北条３９３番地の１

〃 篠 原 哲 一 東予市北条５５５番地の１

〃 越 智 久 知 東予市北条１１１２番地の２

〃 平 木 稔 東予市北条１２５４番地の１

〃 村 上 富 次 東予市北条１４６３番地の１

〃 中 村 茂 東予市北条１７０１番地の２

〃 山 内 � 行 東予市北条２７３番地

〃 吉 岡 秀 夫 東予市周布５番地

〃 元 山 幸 則 東予市北条６７１番地

監 事 豊 島 典 昌 東予市北条１４７６番地

〃 越 智 篤 幸 東予市北条１３５６番地の２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 黒 河 稔 夫 東予市北条１３３２番地の１

〃 黒 河 稔 東予市北条１１３８番地の２

〃 篠 原 哲 一 東予市北条５５５番地の１

〃 西 山 一 胤 東予市北条７２１番地の１

〃 吉 岡 進 東予市周布４番地

〃 黒 河 榮 東予市北条１３１２番地

〃 徳 永 清 也 東予市北条２３５番地

〃 伊 藤 興 美 東予市北条３９３番地の１

〃 佐々木 康 成 東予市北条１６６５番地の３

〃 岡 田 義 久 東予市北条６１７番地

〃 豊 島 �一郎 東予市北条１４９０番地の１

〃 平 木 睦 東予市北条１３７３番地

〃 越 智 貞 美 東予市北条９１５番地の１

監 事 豊 島 典 昌 東予市北条１４７６番地

〃 越 智 篤 幸 東予市北条１３５６番地の２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 田 忠 則 松山市平井町５８０番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 柳 原 保 雄 松山市平井町６１２番地
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及び退任した旨の届出があった。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第２１８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、大久保山土地改良区から次のとおり役員が就任し、

及び退任した旨の届出があった。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第２１８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、東予市壬生川土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、瀬戸町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１９０号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 栗 田 史 朗 八幡浜市３４８番地１，２，３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 谷 輝 男 八幡浜市３４８番地１，２，３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 口 長 治 南宇和郡城辺町甲４１７９番地２

〃 山 下 英 雄 南宇和郡御荘町中浦１１５１番地

〃 菊 地 信 武 南宇和郡一本松町増田５３８５番地

〃 面 田 貴 南宇和郡城辺町甲４１０９番地２

〃 面 田 正 喜 南宇和郡城辺町甲４２４０番地

〃 藤 田 吉治郎 南宇和郡城辺町甲２１２１番地

〃 中 川 順 治 南宇和郡城辺町甲２１７７番地

〃 和喜田 富 夫 南宇和郡城辺町甲２６７６番地

〃 西 本 定 雄 南宇和郡城辺町甲３７２８番地１

〃 畑 田 藤志郎 南宇和郡城辺町甲４８０１番地

〃 金 繁 司 南宇和郡城辺町緑乙３６９番地

〃 富 岡 貴 南宇和郡城辺町乙１番地

〃 久 徳 彰 南宇和郡城辺町緑甲１８４８番地

〃 吉 田 浩 南宇和郡城辺町緑甲９３６番地

〃 孝 野 覚 也 南宇和郡城辺町緑乙２９１４番地

〃 清 水 利 康 南宇和郡城辺町緑乙１１６５番地

〃 塚 岡 啓 三 南宇和郡城辺町緑乙２１８７番地

〃 上 村 元 秋 南宇和郡御荘町長月１１１３番地

〃 松 田 晃 南宇和郡御荘町平城３５４７番地

〃 宮 谷 光 俊 南宇和郡一本松町満倉２４３４番地４

〃 松 本 勝 利 南宇和郡一本松町満倉１０９４番地

監 事 原 田 達 也 南宇和郡城辺町緑乙３２９０番地

〃 上 村 貴 雄 南宇和郡御荘町長月２７６５番地

〃 大 西 健 夫 南宇和郡一本松町満倉７２５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 口 長 治 南宇和郡城辺町甲４１７９番地２

〃 山 下 英 雄 南宇和郡御荘町中浦１１５１番地

〃 菊 地 信 武 南宇和郡一本松町増田５３８５番地

〃 面 田 貴 南宇和郡城辺町甲４１０９番地２

〃 面 田 正 喜 南宇和郡城辺町甲４２４０番地

〃 藤 田 吉治郎 南宇和郡城辺町甲２１２１番地

〃 中 川 順 治 南宇和郡城辺町甲２１７７番地

〃 和喜田 富 夫 南宇和郡城辺町甲２６７６番地

〃 西 本 定 雄 南宇和郡城辺町甲３７２８番地１

〃 畑 田 藤志郎 南宇和郡城辺町甲４８０１番地

〃 出 口 一 三 南宇和郡城辺町緑乙１１２番地

〃 富 岡 貴 南宇和郡城辺町乙１番地

〃 久 徳 彰 南宇和郡城辺町緑甲１８４８番地

〃 吉 田 浩 南宇和郡城辺町緑甲９３６番地

〃 原 田 達 也 南宇和郡城辺町緑乙３２９０番地

〃 清 水 利 康 南宇和郡城辺町緑乙１１６５番地

〃 塚 岡 啓 三 南宇和郡城辺町緑乙２１８７番地

〃 上 村 元 秋 南宇和郡御荘町長月１１１３番地

〃 船 平 増 夫 南宇和郡御荘町平城３３３４番地

〃 宮 谷 光 俊 南宇和郡一本松町満倉２４３４番地４

〃 松 本 勝 利 南宇和郡一本松町満倉１０９４番地

監 事 谷 口 功 南宇和郡城辺町緑乙３０６３番地

〃 上 村 貴 雄 南宇和郡御荘町長月２７６５番地

〃 大 西 健 夫 南宇和郡一本松町満倉７２５番地

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

畑地帯総合整備事業 高松・関屋地区 平成１５年８月３１日
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その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線
周桑郡丹原町大字鞍瀬辛４２２番１地先から

同大字辛４２０番１地先まで

旧 ７．８～１４．４ ０．１１７

新 ８．８～１５．０ ０．１１７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
周桑郡丹原町大字鞍瀬辛４２２番１地先から

同大字辛４２０番１地先まで
平成１５年１１月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山砥部線
伊予郡中山町大字栗田甲９６７番１地先から

同大字甲９７４番地先まで

旧 ５．６～１４．２ ０．３１７

新 １１．８～５０．０ ０．３１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
喜多郡長浜町大字下須戒乙７３０番２から

同大字甲１２９４番５まで
平成１６年１月５日
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�愛媛県告示第２１９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１９９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 下鍵山松野線
北宇和郡松野町大字延野 ２々６７３番１地先から

同大字２５５１番地先まで

旧 ８．０～１４．２ ０．１３０

新 １４．０～２６．４ ０．１３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 下鍵山松野線
北宇和郡松野町大字延野 ２々６７３番１地先から

同大字２５５１番地先まで
平成１５年１１月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 目黒松丸線
北宇和郡松野町大字富岡２８３１番地先から

同大字２８１２番１まで

旧 ３．８～１１．３ ０．１５２

新 １２．０～３３．５ ０．１５２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 目黒松丸線
北宇和郡松野町大字富岡２８３１番地先から

同大字２８１２番１まで
平成１５年１１月２８日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第３１号

平成１５年１１月１２日

伊予市下吾川字北野３９８番１３、３９７番１、３９７番２、４５７番３、４５９番
１、４５９番３及び４５９番４

伊予市下吾川１１５７番地
新 井 利 治

１５松局建（開）第２３号

平成１５年１１月１４日
北条市鹿峰字大道西３４０番１

松山市森松町１０３５番地１
株式会社 上浮穴産業
代表取締役 西 岡 貞 夫
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�愛媛県告示第２２００号
愛媛県収入証紙をもつて納付すべき使用料及び手数料の範

囲（昭和３９年３月愛媛県告示第２８３号）の一部を次のように

改正し、平成１５年１１月２９日から施行する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２の項第１０号を次のように改める。

� 保育士登録手数料

訓 令

�愛媛県訓令第２７号
庁 中 一 般

地 方 局

保 健 所

保健所長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成１５年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

保健所長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令

保健所長に対する事務委任規程（昭和３０年愛媛県訓令第８

号）の一部を次のように改正する。

本則各号列記以外の部分中「第６８号の２５」を「第６８号の２６

」に、「第６８号の１５から第６８号の２４」を「第６８号の１６から第

６８号の２５」に改め、本則第６５号から第６５号の３までの規定中

「第１５条の２の４第３項」を「第１５条の２の５第３項」に改

め、本則第６７号中「第１２条の３第５項」を「第１２条の３第６

項」に改め、本則第６７号の２中「第１２条の４第６項」を「第

１２条の５第８項」に改め、本則第６８号中「第１２条の５」を「

第１２条の６」に改め、本則中第６８号の２５を第６８号の２６とし、

第６８号の５から第６８号の２４までを１号ずつ繰り下げ、本則第

６８号の４中「第１９条の７第１項」を「第１９条の１０第１項」に

改め、同号を本則第６８号の５とし、本則中第６８号の３を第６８

号の４とし、第６８号の２を第６８号の３とし、第６８号の次に次

の１号を加える。

６８の２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の２の４

の規定による産業廃棄物処理施設において処理する一般廃

棄物の種類等の届出を受理すること。

附 則

この訓令は、平成１５年１２月１日から施行する。

雑 報

�愛媛県道路公社公告第１号
有料道路「西海有料道路」及び「東予有料道路」の身体障

害者に対する有料道路通行料金の優遇措置（平成６年９月愛

媛県道路公社公告）を次のように改正し、平成１５年１２月１日

から実施するので、道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７

号）第１４条第１項の規定に基づき、公告する。

平成１５年１１月２８日

愛媛県道路公社理事長 大 内 忠 臣

障害者割引については、以下のとおりとする。

社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１４条に基づく福祉に

関する事務所（市町村が設置したものに限る。）又は当該事

務所を設置していない町村において、事前に本割引適用のた

めの必要な身体障害者手帳又は療育手帳への必要事項の記載

の手続がなされ、当該手帳に自動車登録番号又は車両番号が

記載された以下の自動車については、現金で徴収する料金の

割引率を５割以下とする。なお、既に交付を受けている障害

者有料道路通行料金割引証を提出する自動車は、平成１６年５

月３１日までの間、従前のとおり、現金で徴収する料金の割引

率を５割以下とする。

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者（１５才

未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受け

ている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」

という。）が、自ら運転する乗用自動車（自動車検査証の「

用途」欄に乗用と記載されているもので、乗車定員１０人以下

のもの。以下障害者割引において同じ。）、貨物自動車（自

動車検査証の「用途」欄に貨物と記載されているもので、後

部座席が設置され乗車定員が４人以上１０人以下のもののうち

、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が

仕切られているもので最大積載量が５００�以下のもの。以下
障害者割引において同じ。）、特種用途自動車（自動車検査

証の「用途」欄に特種と記載されているもののうち、「車体

の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピ

ング車と記載されているもので、乗車定員が１０人以下のもの

。以下障害者割引において同じ。）又は二輪自動車（総排気

量が１２５�を超えるもの。以下障害者割引において同じ。）
で、当該身体障害者又はその親族等（配偶者、直系血族及び

その配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。

以下同じ。）が所有するもの（自動車検査証の「所有者の氏

名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名

が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契

約等により自動車を利用している場合であって、自動車検査

証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくは

その親族等の氏名が記載されているもの。身体障害者１人に

つき１台に限る。）。ただし、営業用の自動車（割賦契約若

しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合

以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」若

しくは「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されてい

るもの、自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に事業用

と記載されているもの又は外見上営業のために使用している

ことが明らかであるもの等。以下同じ。）を除く。

イ 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者

手帳の交付を受けている者（１５才未満の者につき、その保護

者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該１５才未

１５松局伊土検（開）第３２号

平成１５年１１月１７日

伊予郡砥部町原町３７９番２、３８０番２、３８２番１、３８２番２、３８２番３
、３８３番１、３８３番２、３８３番３、３８３番４、３８３番５及び３８３番６

松山市森松町１０３５番地１
株式会社 上浮穴産業
代表取締役 西 岡 貞 夫
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満の者）のうち、下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれ

ぞれ同表の右欄に掲げる等級（身体障害者福祉法施行規則（

昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める障害の等級を

いう。）に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる

障害を２以上有し、その障害の総合の程度が同表の右欄に準

ずる者、又は療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発

児第１５６号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙

）の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のう

ち、障害の程度が「療育手帳制度の実施について（昭和４８年

９月２７日厚生省発児第７２５号厚生省児童家庭局長通知）」の

第三の１（１）に規定する「重度」に該当する者（以下「重

度障害者」という。）が乗車し、その移動のために本人以外

の者が運転する乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車又

は二輪自動車で、当該重度障害者若しくはその親族等が所有

するもの（自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当

該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているも

の又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を

利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名

又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が

記載されているもの。重度障害者１人につき１台に限る。）

、又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合に

あっては、当該重度障害者を継続して日常的に介護している

者が所有するもの（自動車検査証の「所有者の氏名又は名称

」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の

氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸

借契約等により自動車を利用している場合であって、自動車

検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継

続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの

。重度障害者１人につき１台に限る。）。ただし、営業用の

自動車を除く。

障 害 の 区 分 障 害 の 程 度

視 覚 障 害

聴 覚 障 害

１級から３級までの各級及び４級の１

２級及び３級

肢
体
不
自
由

上 肢 不 自 由

下 肢 不 自 由

体 幹 不 自 由

１級、２級の１及び２級の２

１級、２級及び３級の１

１級から３級までの各級

乳幼児期以前の非

進行性の脳病変に

よる運動機能障害

上肢機能障害
１級及び２級（一上肢のみに運動機能障

害がある場合を除く。）

移動機能障害
１級から３級までの各級（一下肢のみに

運動機能障害がある場合を除く。）

内

部

障

害

心 臓 機 能 障 害

じ ん 臓 機 能 障 害

呼 吸 器 機 能 障 害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小 腸 機 能 障 害

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害

１級から４級までの各級

１級から４級までの各級

１級から４級までの各級

１級から３級までの各級

１級から４級までの各級

１級から４級までの各級
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